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はじめに 

本実施方針は、弘前市上下水道事業（以下「市」という。）が実施する樋の口浄水場等

建設事業（以下「本事業」という。）について、事業の概要及び本事業を委ねる事業者（以

下「事業者」という。）の選定に関する方針を定める。 

 

１．本事業の概要 

本事業の対象施設である樋の口浄水場は、弘前市上水道の基幹施設として、第２期拡張

事業（昭和 35年）及び第３期拡張事業（昭和 45年）によって整備された、浄水処理能力

60,000m3/日の施設である。 

同じく常盤坂増圧ポンプ場は、第３期拡張事業（昭和 46 年）によって整備された、送

水能力 26,400m3/日の施設である。 

両施設は、建設から半世紀が経過し、施設の老朽化が顕著となっており、また、平成 16

年度に実施した耐震診断では、多くの施設が耐震性を有していないことが明らかとなり、

その対策が急務となっている。 

また、近年の少子高齢化や出生率低下に伴う人口減少、節水型機器の普及、住民の節水

意識の高揚等を背景に水需要量は減少傾向を示しており、将来的な運用形態等を総合的

な見地から判断し、施設計画を検討する必要があった。 

このような状況から、市では中長期にわたる水道施設の更新需要や財政収支の見通し

を立てた、弘前市水道事業資産管理（アセットマネジメント）計画を策定し、さらには本

事業が PPP／PFI 事業での実施が可能であるか、発注方式の比較検討業務や導入可能性調

査業務、基本設計業務等を行い、合理的な施設整備の検討を実施した。 

本事業は、これらの検討を基に、平成 38 年度の稼働に向け、樋の口浄水場及び常盤坂

増圧ポンプ場を更新するものである。 
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１.１ 事業内容に関する事項 

１）事業名 

樋の口浄水場等建設事業 

 

２）事業場所 

【別紙 １ 参照】 

 

３）管理者の名称 

弘前市上下水道事業 弘前市長 櫻田 宏 

 

４）既存施設の概要 

既設樋の口浄水場及び既設常盤坂増圧ポンプ場の概要を表 １、表 ２に、既設フロ

ー概略図（既設樋の口浄水場～各配水池まで）を図 １に、既設樋の口浄水場水位高低

図を別紙 ８に示す。また、これらの既存施設の位置を別紙 １（事業場所の位置図）

に示す。 

既設樋の口浄水場は、岩木川から取水した表流水を沈砂池から導水し、浄水処理を

行っている。 

表 １ 既設樋の口浄水場の概要 

名称 樋の口浄水場 

所在地 弘前市大字樋の口町 272-3 外 

水源 表流水（一級河川 岩木川水系岩木川） 

計画取水能力 44,000m3/日 （水利権水量） 

計画給水能力 60,000m3/日（施設公称能力） 

浄水処理方式 急速ろ過方式 

主要な施設 

（※岩木川取水ポンプ場

の施設） 

  沈砂池※ 210m3×2 池 

  取水ポンプ※ 

（20.8m3/min×170kW×1台、23.0m3/min×85kW×1台、

11.5m3/min×37kW×2台） 

  沈澱池（横流式系、傾斜板式系）各 15,000m3/日×2 池 

  急速ろ過池 6,000m3/日×12 池（2池予備） 

  浄水池 1,250m3×1池、750m3×1 池 

  送水ポンプ 

（10.4m3/min×125kW×2台、21.0m3/min×230kW×2

台） 

  受変電設備（高圧受電） 一式 

  自家発電設備 ディーゼル 800kVA 1 基 
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既設常盤坂増圧ポンプ場は、樋の口浄水場で作られた水道水を原ヶ平配水池へ送水し

ている。 

 

表 ２ 既設常盤坂増圧ポンプ場の概要 

名称 常盤坂増圧ポンプ場 

所在地 弘前市大字常盤坂二丁目 21 の 1 

計画一日最大送水量 26,400m3/日 

主要な施設   ＲＣ造 平屋建て 1 棟他 

  増圧ポンプ 

（15.8m3/日×260kW×2 台、8.0m3/日×140kW×2 台） 

  水撃調整設備 φ2,000×H3,500 

  コンプレッサー 7.5kW 

  遠方監視装置 一式 

  受変電設備（高圧受電） 一式 

  直流電源設備 一式 

  自家発電設備 ディーゼル 200kVA 1 基 
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図 １ 既設フロー概要図（既設樋の口浄水場～各配水池まで） 
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５）更新整備業務の対象施設 

本事業における更新整備業務の対象施設（以下「更新対象施設」という。）とな

る （仮称）新樋の口浄水場（以下「新樋の口浄水場」という。）及び（仮称）新常

盤坂増圧ポンプ場（以下「新常盤坂増圧ポンプ場」という）の概要を表 ３、 

表 ４に示す。また、対象施設の立地条件を表 ５、表 ６に、新樋の口浄水場予定

地及び新常盤坂増圧ポンプ場予定地の測量図を別紙 ４、別紙 ５に、地質調査結果

を別紙 ６、別紙 ７に示す。 

本事業は、計画浄水量 38,000m3/日の新樋の口浄水場及び計画一日最大送水量

23,900m3/日の新常盤坂増圧ポンプ場を建設するものである。 

浄水処理方式は現行と同様、凝集沈澱及び急速ろ過方式とする。 

新樋の口浄水場建設用地は、現有施設の南側の市用地であり、東側は一級河川新

土淵川、南側は農業用水路に面している。 

新常盤坂増圧ポンプ場用地は、現有施設の東側の市用地である。 

 

表 ３ 新樋の口浄水場の概要 

項 目 内 容 

水 源 表流水（一級河川 岩木川水系岩木川） 

水利権水量 44,000m3/日 

計画浄水量 38,000m3/日 

計画 1日最大給水量 34,200m3/日 

浄水（排水）処理方式 粉末活性炭＋凝集沈澱＋急速ろ過＋機械脱水 

主な更新施設（予定） 

（※岩木川取水ポンプ

場の施設） 

  沈砂池※（既設耐震補強） 

  取水ポンプ施設※（既設改修） 

  活性炭注入施設 

  着水井 

  混和池 

  フロック形成池 

  沈澱池 

  急速ろ過池 

  浄水池 

  送水ポンプ施設 

  管理棟 

  電気計装設備 

  場内配管 

  場内整備 

  排水池 

  排泥池 

  濃縮槽 
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項 目 内 容 

  機械脱水施設 

  ケーキヤード 

 

表 ４ 新常盤坂増圧ポンプ場の概要 

項 目 内 容 

計画一日最大送水量 23,900m3/日 

計画一日平均送水量 20,800m3/日 

 

表 ５ 新樋の口浄水場の立地条件 

名 称 内 容 備 考 

既設樋の口浄水場の用地 

 

位置 弘前市大字樋の口町 272-3 外  

用地面積 約 27,000m2  

都市計画区域 ○・内  ・外  

市街化調整区域 ○・区域内 ・区域外  

用途地域 
指定なし 建蔽率 70％、容積

率 200％ 
 

防火地域 ・防火 ・準防火 ○・指定無  

その他の地区指定 法 22 条地域  

騒音、振動指定区域 ・内  ○・外  

特定施設 ○・指定  ・指定なし 水質汚濁防止 

新樋の口浄水場の用地 

 

位置 弘前市大字悪戸字鳴瀬 242-1 外  

用地面積 約 29,000m2  

都市計画区域 ○・内  ・外  

市街化調整区域 ○・区域内 ・区域外  

用途地域 
なし 建蔽率 70％、容積率

200％ 
 

防火地域 ・防火 ・準防火 ○・指定無  

その他の地区指定 法 22 条地域  

騒音、振動指定区域 ・内  ○・外  

開発行為に関する申

請書の提出 
・必要  ○・不要  

特定施設 ○・指定  ・指定なし 水質汚濁防止 
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表 ６ 新常盤坂増圧ポンプ場の立地条件 

名 称 内 容 備 考 

既設常盤坂増圧ポンプ場の用地 

 

位置 
弘前市大字常盤坂二丁目 21 の

1 
 

用地面積 約 500m2  

都市計画区域 ○・内  ・外  

市街化調整区域 ○・区域内 ・区域外  

用途地域 
指定なし 建蔽率 70％、容積

率 200％ 
 

防火地域 ・防火 ・準防火 ○・指定無  

その他の地区指定 法 22 条地域  

騒音、振動指定区域 ・内  ○・外  

新常盤坂増圧ポンプ場の用地 

 

位置 弘前市大字常盤坂二丁目 17 の 4 外  

用地面積 約 2,000m2  

都市計画区域 ○・内  ・外  

市街化調整区域 ○・区域内 ・区域外  

用途地域 
なし 建蔽率 70％、容積率

200％ 
 

防火地域 ・防火 ・準防火 ○・指定無  

その他の地区指定 法 22 条地域  

騒音、振動指定区域 ・内  ○・外  

開発行為に関する申

請書の提出 
・必要  ○・不要  
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６）維持管理・運転業務の対象施設 

本事業における維持管理・運転業務（以下「運転管理業務」という。）の対象施設

（以下「運転対象施設」という。）を表 ７に示す。 

 

表 ７ 本事業の運転対象施設 

項目 内容 

新樋の口浄水場 本事業で建設 

新常盤坂増圧ポンプ場 本事業で建設 

場外施設 

（別紙 ３参照） 

取水施設 20 箇所、導水施設 1 箇所、浄水施設 11箇所 

送水施設 3箇所、配水施設 40箇所、減圧弁 3 箇所 

監視装置 7箇所、取水付帯施設 2 箇所 

 

７）対象外の事業 

既設樋の口浄水場及び既設常盤坂増圧ポンプ場の撤去に関する設計・工事は本事業

の対象外とする。 

 

８）事業方式 

本事業は、長期的な視点から、コスト縮減と安定的な運転を図るための手法を検討

した結果、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」（平

成 11 年法律第 117 号、以下「PFI 法」という。）の趣旨に準じたＤＢＯ（設計、建

設、維持管理・運転一括発注：Design Build Operate）方式により実施する。 

また、新樋の口浄水場の運転管理業務については、水道法（昭和 32 年法律第 177 

号）第 24 条の３に基づき、水道の管理に関する技術上の業務を事業者に委託するこ

と（以下「第三者委託」という。）により実施する。 

 

９）事業期間 

事業期間は、次のとおり予定している。 

・ 設計・建設期間 ······ 平成 32 年 4 月～平成 38年 3 月（試運転期間を含む） 

・ 運転管理期間 ········ 平成 38 年 4 月～平成 53年 3 月（第三者委託） 

（改元期日以降の日を旧元号により表示しているものは、新元号に読み替え、

有効なものとして取り扱うものとする） 

 

１０）事業スキーム 

本事業を行う事業者は、複数の企業等により構成されるグループ（以下「応募グル

ープ」という。）とする。 

応募グループは、弘前市内に本社又は本店を置く建設企業 1社以上を含む、更新対
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象施設の設計を行う設計企業、土木工事を行う土木企業、建築工事を行う建築企業、

機械設備工事を行う機械企業、電気設備工事を行う電気企業及び運転管理業務を行う

運転管理企業を含む企業により構成されることを基本とし、応募グループは、施設の

建設のために特定建設工事共同企業体（以下「建設ＪＶ」という。）及び運転対象施

設の運転管理業務を行う特別目的会社(以下「ＳＰＣ」という。)を設立する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ２ 事業スキーム 

 

１１）事業期間終了後の措置 

市は、事業期間終了後も、更新対象施設を継続して公共の用に供する予定である。 

事業者は、事業期間終了時に本施設を、市の定める引継ぎ時における更新対象施設

の要求水準を満足する状態で、市に引継ぐものとする。 

 

１２）本事業の対象範囲 

事業者が行う本事業の範囲は、更新対象施設の設計、建設工事及び運転対象施設の

運転管理業務である。 

事業者が行う本事業の範囲を表 ８に示す。 

  

弘前市上下水道事業 

応募グループ 

基本契約

建設ＪＶ 

市
内
業
者 

電
気
企
業 

機
械
企
業 

建
築
企
業 

土
木
企
業 

設
計
企
業 

委託契約 

運
転
管
理
企
業 

運転管
理 特

別
目
的
会
社
（
Ｓ
Ｐ
Ｃ
） 

出資

配当

請負契約
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表 ８ 事業者が行う事業範囲の概要 

業 務 備 考 

調査 測量調査 市が参考として提供する資料をもとに、事業者が設

計・施工に必要とする部分の測量調査を行う。 

土質調査 市が参考として提供する資料をもとに、事業者が設

計・施工に必要とする部分の土質調査を行う。 

埋設物調査 市が参考として提供する資料をもとに、事業者が設

計・施工に必要とする部分の試掘調査等 

周辺環境調査・電

波障害等対策業務 

建設工事に伴う騒音、振動、臭気、地盤沈下などの周

辺環境調査、電波障害等対策に関する事前及び事後調

査業務 

設計 基本設計 提案内容を具体化する更新対象施設の基本設計を行

う。 

詳細設計 基本設計に基づく更新対象施設の詳細設計を行う。 

設計に伴う各種申

請書類等の作成 

各種申請等の手続きに必要な書類の作成を、市と協議

の上、互いに協力して作成する。 

建設 土木工事 表 ３、表 ４に示す更新対象施設の土木工事を行う。 

建築工事 表 ３、表 ４に示す更新対象施設の建築工事を行う。 

機械設備工事 表 ３、表 ４に示す更新対象施設の機械設備工事を行

う。 

電気設備工事 表 ３、表 ４に示す更新対象施設の電気設備工事を行

う。 

建設に伴う各種許

認可の申請 

各種申請等の手続きに必要な書類の作成を、市と協議

の上、互いに協力して作成する。 

施設の引渡し 試運転、運転操作研修、運転・維持管理方法を記載し

た文書作成等の施設の引渡しに必要とする業務を行

う。 

運転管理 運転管理業務 以下に示す運転管理業務を行う。 

◆更新対象施設の運転管理業務 

  運転管理業務 

  保守点検業務 

  水質管理業務 

  修繕業務 

  消耗品調達管理業務 

  薬品調達管理業務 
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業 務 備 考 

  光熱費燃料等の調達管理業務 

  浄水ケーキ処分業務 

  見学者対応業務 

  植栽管理、清掃及び除雪業務 

  浄化槽の維持管理業務 

  防犯業務 

  災害、事故及び緊急時対応業務 

◆既存施設の運転管理業務 

  運転管理業務 

  水質管理業務 

  消耗品調達管理業務 

  薬品調達管理業務 

  設備（構造物を含む）の保守点検業務 

  植栽管理、清掃及び除雪業務 

  防犯業務 

  災害、事故及び緊急時対応業務 

 

１３）事業者の収入 

本事業における事業者の収入は、事業者が実施する設計及び建設工事に係る対価、

運転管理業務に係る対価から構成される。なお、詳細は募集要項等により説明する。 

 

(１)更新整備業務に係る対価 

市は、設計及び建設工事に係る対価について、建設工事請負契約書においてあらか

じめ定める額を建設 JVに支払う。 

 

(２)運転管理業務に係る対価 

市は、運転管理業務に係る対価について、運転・維持管理委託契約書においてあら

かじめ定める額を運転・維持管理期間にわたって SPC に支払う。なお、運転管理業務

に係る対価は固定費・変動費から構成され、変動費は各会計年度の業務実績に応じて

変動させた額を支払う。 

 

１４）事業スケジュール 

事業スケジュールは、表 ９のとおり予定している。 
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表 ９ 事業スケジュール（予定） 

時 期 内 容 

平成 32 年 3 月頃 契約締結 

平成 32 年 4 月頃 設計の着手 

平成 33 年 10 月頃 建設工事の着手 

平成 38 年 3 月頃 建設工事完了 

平成 38 年 4 月～平成 53年 3 月 運転管理業務期間（15年間） 

（改元期日以降の日を旧元号により表示しているものは、新元号に読み

替え、有効なものとして取り扱うものとする） 

 

１５）遵守すべき関係法令等 

事業者は、本事業を実施するに当たり必要とされる関係法令（法律、政令、省令、

条例、規則、規程及びガイドライン等を含む）を遵守するものとする。 

 

１６）留意事項 

ア 既存施設の運用及び市民への安定的かつ継続的な給水の確保に配慮し、計画の

立案、設計及び工事を実施すること。 

イ 事業者は、設計にあたっては景観に配慮し、周辺環境との調和を図り、建設期

間においては、周辺地域住民の信頼と理解、協力を得るよう努めること。 

ウ 既設浄水場を運用しながらの事業となるので、その運用に留意し本事業を実施

すること。 
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２．事業者の募集及び選定に関する事項 

２.１ 事業者に求めるもの 

本事業は、民間の経営能力及び技術的能力に期待し、新樋の口浄水場及び新常盤坂

増圧ポンプ場の設計・建設・運転管理業務及びその他の水道施設の運転管理業務を一

括して委託するＤＢＯ方式とするものである。 

事業者には、市が「弘前市水道ビジョン」で掲げる将来像「お客様が満足する快適

な給水サービスと安定した水道事業を目指して」の具現化に向けて、以下の 3 点を期

待する。 

 

① 効率的な水道施設の設計及び工事 

② 安全な水の安定的かつ継続的な供給 

③ 施設の効率的、安定的な運転・維持管理 

 

また、提案にあたっては、弘前市政・弘前市水道事業に資する積極的な提案、全国

の水道事業の発展に資する提案がなされることを期待している。 

提案内容によっては、市と事業者はパートナーシップを発揮し、これらの提案を実

行する。 

 

２.２ 事業者の募集及び選定方法 

１）事業者の募集及び選定 

事業者の募集及び特定については、技術提案に基づいた公募型プロポーザル方式に

より行うこととする。また、手続きは、以下のとおり実施することを予定している。 

詳細は募集公告等において公表する。 

(１)応募者資格確認 

応募者資格について、２.３ 事業者の参加資格に関する事項に示す参加資格要

件を有すること等を確認する。 

(２)提案内容の審査 

提案内容について、市の定める要求水準（以下「要求水準」という。）との適合

性、設計・施工計画・運転管理の妥当性、確実性及び提案価格等から総合的に評価

する。 

なお、提案内容の審査は、提出された書面のほか、応募者によるプレゼンテーシ

ョンにより行う。 

 

２）選定委員会の設置 

ア 市は、事業者の選定にあたり、学識経験者等より構成される「樋の口浄水場等
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建設事業者選定委員会」（以下「委員会」という。）を設置する。 

イ 委員会は、応募者の提案内容についての評価を行い、最優秀提案者を選定する。 

ウ 市は、委員会の選定結果をもとに優先交渉権者を決定する。 

エ 優先交渉権者を決定するまでは委員名の公表を行わないものとする。 

 

３）失格事項 

応募者が次のいずれかに該当する場合は、その者を失格とする。 

ア 参加資格要件を満たしていない場合 

イ 提出書類に虚偽の記載があった場合 

ウ 実施要領等で示された、提出期限、提出場所、提出方法、書類作成上の留意事

項等の条件に適合しない書類の提出があった場合 

エ 選定結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合 

オ 参考見積書の金額が業務に要する費用を超過した場合 

カ 説明会に理由もなく欠席した場合 

 

２.３ 事業者の参加資格に関する事項 

１）応募者の構成等 

応募者の構成等は以下のとおりとする。 

ア 応募者は、弘前市内に本社又は本店を置く建設企業 1 社以上を含む複数の企業

等により構成されるグループ（以下「応募グループ」という）とする。 

イ 応募グループは、更新対象施設の設計を行う「設計企業」、土木工事を行う「土

木企業」、建築工事を行う「建築企業」、機械設備工事を行う「機械企業」、

電気設備工事を行う「電気企業」及び運転管理業務を行う「運転管理企業」を

含む企業により構成されることを基本とし、応募グループは、施設の建設のた

めに特定建設工事共同企業体（以下「建設ＪＶ」という。）及び運転対象施設

の運転管理業務を行う特別目的会社(以下「ＳＰＣ」という。)を設立する。 

ウ 応募グループを構成する企業等の数は任意とするが、本事業の実施に関して

各々の構成員が適切な役割を担う必要がある。応募グループは構成員の中から

代表企業１社を定め、代表企業が参加資格の申請及び参加手続きを行う。 

エ 代表企業の変更は、原則として認めない。 

オ 応募グループの構成員の変更は認めない。ただし、やむを得ない場合は、市と

協議を行い、新たな構成員とすることができる。 

カ 応募グループの構成員は、他の応募グループの構成員に加わることはできない。 

キ 応募グループは、本事業の一部を下請業者に発注する場合は、可能な限り弘前

市内に本社又は本店を置く業者を活用すること。さらに、本事業にて使用する

資機材等については可能な限り、市内で製造産出される資機材を使用し、これ
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に該当しない場合は、市内業者が販売するものを優先的に使用すること。 

 

２）応募者の参加資格要件 

 

(１)共通の参加資格要件 

ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定

に該当しないこと。 

イ 弘前市契約規則（平成 18年弘前市規則第 52号。以下「契約規則」という。）

第２条の規定により一般競争入札に参加させないことができる者でないこ

と。 

ウ 公示日現在から最優秀提案者を選定する日まで、弘前市建設業者等指名停止

要領による指名停止を受けていないこと。 

エ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立てを

している者（更生手続開始の決定を受けている者を除く。）又は民事再生法

（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てをしている者

（再生手続開始の決定を受けている者を除く。）又は破産法（平成１６年法

律第７５号）に基づく破産手続開始の申立てをしている者でないこと。 

オ 事業者の募集及び選定に係るアドバイザリー業務に関与した企業、又はこれ

らと資本面・人事面で関係がないこと。（資本面で関係がある者とは、当該

企業の発行済株式数の 20％を超える株式を有し、又は、その出資の総額の

20％を超える出資をしている者をいう。また、人事面で関係がある者とは、

当該企業の役員を兼ねている者をいう。） 

・樋の口浄水場等建設事業アドバイザリー業務に関与している企業 

  日本水工設計株式会社、アンダーソン・毛利・友常法律事務所 

カ 弘前市指名競争入札参加者等選定規程（平成 18 年弘前市訓令第 19 号）第 5

条第１項に規定する有資格者名簿において、対象工事毎に定める業種に登録

がある者であり、かつ、級別の格付けがある業種の場合にあっては、当該等

級の者であること。 

キ 弘前市工事等暴力団排除措置要綱を遵守すること。 

 

(２)各業務における参加資格要件 

応募グループの構成員は、更新対象施設の設計・建設・運転管理の各業務を行う

ものとして、以下の①～③の各項の要件を区分に応じ、すべて満たすこと。なお、

複数の項の要件を満たす者は、当該複数の項の業務にあたる者を兼ねることができ

る。 
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① 設計企業 

設計企業は、次の各要件をすべて満たすこと。 

ア 建築士法（昭和 25 年法律第 202 号）第 23 条の規定に基づく一級建築士事

務所の登録を行っていること。 

イ 市の平成 31 年度建設関連業務指名競争入札参加資格者名簿において、「土木

関係建設コンサルタント」及び「建築関係建設コンサルタント」に登録され

ていること。 

ウ 技術士法（昭和 58 年法律第 25 号）に定める技術士で、上下水道部門（上水

道及び工業用水道）の登録を行っており、上下水道部門（上水道及び工業用

水道）の資格を有する者が 2 名以上在籍していること。また、当該資格者を

本事業の管理技術者及び照査技術者として配置すること。なお、管理技術者

と照査技術者の兼務は認めない。 

エ 平成 16 年 4 月 1 日以降において、国内の表流水を水源とする 10,000m3/日以

上（公称能力）の上水道における凝集沈澱、急速ろ過方式の浄水場の実施設

計（基本設計及び詳細設計）の実績を有すること。なお、以上の実績につい

ては、同一業務であることを条件としない。 

② 建設企業（土木企業、建築企業、機械企業、電気企業） 

建設企業は、次の各要件をすべて満たすこと。 

ア 建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）第 3 条第 1 項の規定により、土木企

業は「土木一式工事」、建築企業は「建築一式工事」、機械企業は「機械器

具設置工事」、電気企業は「電気工事」につき各々の担当する工事の特定建

設業の許可を受けていること。また、同一の工事を複数で行う場合は、１社

がその要件を満たすこと。 

イ 市の平成 31 年度建設工事指名競争入札参加資格名簿において、対象工事毎

（土木一式工事・建築一式工事・機械器具設置工事・電気工事）に登録され

ていること。 

ウ 参加表明書の提出期限日において、建設業法に規定する総合評定値通知書

（経営事項審査結果通知書で最新のもの）の総合評定値（P 点）が土木一式

工事については 1,500 点以上、建築一式工事については 1,500 点以上、機械

器具設置工事については 1,100 点以上、電気工事については 1,400 点以上の

者であること。また、同一の業務を複数で行う場合は、１社がその要件を満

たすこと。 

 但し、応募グループを構成する弘前市内に本社又は本店を置く企業につい

ては、弘前市内に建設業法でいう本店を有し、平成 31年度弘前市競争入札参

加資格者名簿において「土木一式工事－Ａ等級」、「建築一式工事－Ａ等級」、

「電気工事－Ａ等級」に登録されている者であること。 
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エ 国内の水道施設工事又は機械器具設置工事において、１社が元請（共同企業

体の構成員としての実績は、出資比率が 20%以上のもの）として、平成 16年

4 月 1日以降において、浄水処理能力が 10,000m3/日以上の凝集沈澱施設（上

水道に限る）及び 10,000m3/日以上の急速ろ過施設(上水道に限る)の新設又

は全面更新をした工事実績があること。なお、以上の実績については、同一

工事であることを条件としない。 

③ 運転管理業務に関する要件 

運転管理企業は、次の各要件をすべて満たすこと。 

ア 市の平成 31 年度物品・役務指名競争入札参加資格者名簿において、水道施設

維持管理に登録されていること。 

イ 国内で水道事業又は水道用水供給事業に係る河川表流水を水源とする施設

能力 10,000m3/日以上の浄水場（急速ろ過方式）で 24 時間連続して運転監視

における運転管理業務委託の実績を有すること。 

ウ 水道技術管理者（水道法第 19条に定める者をいう。）の資格を有する者が２

名以上在籍すること。また、受託水道業務技術管理者としてＳＰＣに在籍す

ること。 

(３)応募資格確認基準日 

ア 応募資格確認基準日は、応募資格確認申請書の提出期限の最終日とする。 

イ 応募資格確認基準日の翌日から技術提案書提出までの間、応募者の構成員が

「２.３ ２）応募者の参加資格要件」の参加資格を欠くに至った場合、当該

応募者はプレゼンテーションに参加することができない。ただし、応募資格

審査を経た上で、「２.３ ２）応募者の参加資格要件」の資格要件に該当す

る構成員と変更しプレゼンテーションに参加することを認めるものとする。 

ウ 技術提案書提出の翌日から優先交渉権者を決定する日までの間、応募者の構

成員が「２.３ ２）応募者の参加資格要件」の参加資格を欠くに至った場合、

市は当該応募者を事業者選定の審査対象から除外する。 
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３．事業者選定のスケジュール等 

３.１ 事業者の選定スケジュール 

事業者の募集及び選定のスケジュールは、表 １０のとおり予定している。なお、詳細

については募集公告時に示す。 

なお、スケジュールは今後変更が生じることがある。 

 

表 １０ 事業者の募集及び選定のスケジュール（予定） 

日程 事項 

平成３１年３月 ２２日 実施方針の公表 

平成３１年３月 ２２日 

    ～４月  ５日 

実施方針に関する質問・意見の受付、締め切り 

平成３１年４月 １９日 実施方針に関する質問・意見に対する回答公表 

平成３１年７月 募集公告及び募集要項等の公表 

平成３１年７月 募集公告等に関する質問等の受付、締め切り 

平成３１年８月 説明会及び現地見学会 

平成３１年８月 募集公告等に関する質問等に対する回答公表 

平成３１年８月 資料閲覧 

平成３１年８月 参加表明書及び資格確認申請書の受付、締め切り 

平成３１年９月 応募資格審査結果の通知 

平成３１年１２月 技術提案書の受付、締め切り 

平成３２年１月 技術提案書のプレゼンテーション 

平成３２年２月 優先交渉権者の決定 

平成３２年３月 契約締結 

（改元期日以降の日を旧元号により表示しているものは、新元号に読み替え、有効なもの

として取り扱うものとする） 
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４．本業務で予想されるリスクとリスク分担の基本的な考え方 

４.１ リスク分担の基本的な考え方 

本事業においては、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等に関する事業の

実施に関する基本方針」（平成 12 年総理府公示第 11 号）に示された「想定されるリ

スクをできる限り明確化した上で、リスクを最もよく管理することができる者が当該

リスクを分担する。」との考えに基づきリスクを分担する。リスクを最もよく管理す

ることができる者とは、業務を担う当事者であると考えられることから、市が行う業

務に係るリスクは市が負担し、事業者が担う業務に係るリスクは事業者が負担するこ

とを原則とする。ただし、不可抗力などの当事者の責に帰すことのできないリスクに

ついては、この限りでない。 

 

１）本事業で予想されるリスク 

本事業で予想されるリスクについて、市と事業者の分担概略を「別紙 ２ リスク分

担表」として示すが、原則として募集要項等に添付する事業契約書（案）に詳細に規

定し、最終的に事業契約書で示すものとする。 

 

４.２ 対象業務におけるサービスの水準 

事業者は、事業期間中、市が満足する内容のサービスを提供することが求められる。

浄水の水質、本事業の対象となる施設に要求する性能及び維持管理に要求するサービ

スの水準は、今後公表する募集要項等において示すものとする。 

 

４.３ 市による事業の実施状況モニタリング 

市は、事業者が提供する業務内容の確認及び事業者の財務状況の把握等を目的にモ

ニタリングを行う。 

 

１）モニタリングの内容 

(１)設計及び工事段階 

市は、事業者が行う設計業務及び工事業務等が市の定める要求水準に適合するも

のであるか確認を行う。 

事業者が実施する設計業務及び工事業務等の水準が市で定める水準を下回るこ

とが判明した場合、市は業務内容の改善を求める。事業者は市の改善要求に対し、

自らの費用負担により改善措置を講ずるものとする。 

なお、事業者は、工事業務に当たっては建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）

第 5 条の 4 第 2 項に規定される工事監理者を定め、工事監理を行うものとする。

その他、詳細なモニタリングの方法及び内容等については、募集要項等において明
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らかにする。 

(２)運転管理段階 

市は、事業者が行う運転管理業務について定期的に確認を行うとともに、事業者

の財務状況についても確認する。 

事業者の実施する運転管理業務の水準が市で定める水準を下回ることが判明し

た場合、市は業務内容の速やかな改善を求めるとともに、運転管理業務の未達成の

度合いに応じてサービスの対価の減額等を行う。事業者は、市の改善要求に対し、

自らの費用負担により改善措置を講ずるものとする。 

また、事業者が提出する財務諸表をもとに本事業を円滑に推進しうる財務状況で

あるかを確認する。 なお、詳細なモニタリングの方法、内容及びサービスの対価の

減額基準等については、募集要項等において明らかにする。 

 

２）モニタリング費用の負担 

モニタリングに係る費用のうち、市が実施するモニタリングに係る費用は市が負担

する。事業者自らが実施するセルフモニタリングに係る費用は、事業者の負担とする。 

 

５．その他事業の実施に関する事項 

５.１ 事業の契約等の解釈について疑義が生じた場合における措置に関する事項 

事業契約及び事業契約に付帯する事業計画の解釈について疑義が生じた場合、市と

事業者は、誠意をもって協議するものとし、協議が整わない場合は事業契約に規定す

る具体的措置に従うものとする。また、事業契約及び事業契約に付帯する事業計画に

関する紛争については、青森地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。 

 

５.２ 事業が困難になった場合の措置 

１）事業者の責めに帰すべき事由により事業の継続が困難となった場合 

(１)市による是正勧告及び特定事業契約解除 

事業者の提供するサービスが、特定事業契約に定める市の要求水準を下回る場合、

事業者の責めに帰すべき事由による債務不履行又はその懸念が生じた場合、市は、

事業者に対して、是正勧告を行い、一定期間内に改善策の提出・実施を求めること

ができる。事業者が当該期間内に改善をすることができなかったときは、市は、特

定事業契約を解除することができる。 

また、事業者が、倒産又は事業者の財務状況が著しく悪化し、その結果、特定事

業契約に基づく事業の継続が困難と合理的に考えられる場合、市は、特定事業契約

を解除することができる。 

(２)特定事業契約解除に伴う損害 

(１)において、市が特定事業契約を解除した場合、市は事業者に対し、これによ
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り市に生じた損害を請求することができる。 

 

２）市の責めに帰すべき事由により事業の継続が困難となった場合 

(１)事業者による特定事業契約解除 

市の責めに帰すべき事由により事業の継続が困難となった場合、事業者は特定事

業契約を解除することができる。 

(２)特定事業契約解除に伴う損害 

(１)において、事業者が特定事業契約を解除した場合、事業者は市に対し、これ

により事業者に生じた損害を請求することができる。 

 

３）その他の事由により事業の継続が困難となった場合 

市及び事業者は、特定事業契約に定める事由ごとに、その責任の所在に応じて適切

に対応する。 

 

５.３ 本事業に係る情報の提供 

本事業に係る情報の提供は、適宜、市ホームページ等を通じて行う。 

 

５.４ 実施方針に関する質問・意見受付及び回答公表 

１）実施方針に関する質問・意見受付 

実施方針に関する質疑応答は以下の要項により行う。 

(１)受付期間 

平成 31 年 3 月 22 日（金）から平成 31年 4月 5日（金）午後５時まで 

(２)提出方法 

質問の内容を簡潔にまとめ、実施方針に関する意見書（様式 1）、質問書（様式 

2）に記入の上、電子メールで、後記「６.４ 発注者」のメールアドレス宛に提出

のこと。その際の着信確認は送信者の責任において行う。なお、ファイル形式は 

Microsoft 社製 Office Excel 97-2019 又はそれと互換性のある形式とし、PDF 等は

不可とする。 

(３)回答の公表 

平成 31 年 4 月 19 日（予定） 

実施方針に関する質問に対する回答の公表は、市ホームページを通じて行うもの

とする。なお、回答に当たっては質問者を匿名化する。 

 

６．その他選定に関する事項 

６.１ 公正な応募の確保 

応募書類の提出にあたって、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭
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和 22 年法律第 54 号）等に違反する行為を行ってはならない。 

 

６.２ 応募に当たっての費用の負担 

応募に関わる費用は、すべて応募者の負担とする。 

 

６.３ 提出書類の取扱い 

１）著作権 

応募者から提出された提案書の著作権は、応募者に帰属する。ただし、市は、本事

業の公表時及びその他市が必要と認めるときには、応募者の承諾がある場合にのみ提

案書類の全部又は一部を無償で使用できるものとする。また、特定に至らなかった応

募者の提案書類は、本事業の審査結果を公表する目的以外には応募者に無断で使用し

ない。 

 

２）提出書類の返却 

応募者から提出された資料は返却しない。 

 

３）特許権等 

提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の日本国の法令に基づ

いて保護される第三者の権利の対象となっている工事手法、工事材料及び施工方法等

を使用したことにより生じる責任は、原則として提案を行った応募者が負う。 

 

６.４ 発注者 

弘前市上下水道事業 弘前市長 櫻田 宏 

所在地 〒036-1393 青森県弘前市大字賀田 1-1-1 

電話 0172-55-9663 

FAX  0172-55-9666 

電子ﾒｰﾙ suikoumu@city.hirosaki.lg.jp 

 

mailto:suikoumu@city.hirosaki.lg.jp


 

（様式 1） 

平成  年  月  日 

 

弘前市上下水道事業 弘前市長 櫻田 宏 殿 

 

実施方針に関する意見書 

 

「樋の口浄水場等建設事業」に関する実施方針について、以下のとおり意見を提出しま

す。 

 

商号又は名称  

住所  

担当者名  

所属・役職  

電話  

F A X  

電子ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

 

頁 意見項目 意 見 内 容 

15 ２． ２.３ ２） (２)  
例：各業務における参加資格要件につい

て・・・・・ 

       

       

       

       

       

       

注 1）記入欄が不足する場合は複写して作成してください。



 

（様式 2） 

平成  年  月  日 

 

弘前市上下水道事業 弘前市長 櫻田 宏 殿 

 

実施方針に関する質問書 

 

「樋の口浄水場等建設事業」に関する実施方針について、以下のとおり質問を提出しま

す。 

 

商号又は名称  

住所  

担当者名  

所属・役職  

電話  

F A X  

電子ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

 

頁 質問項目 質 問 内 容 

15 ２． ２.３ ２） (２)  
例：各業務における参加資格要件につい

て・・・・・ 

       

       

       

       

       

       

注 1）記入欄が不足する場合は複写して作成してください。



 

別紙 １ 事業場所の位置図 



 

別紙 ２ リスク分担表 

負担者について、「●」は主負担、「▲」は従負担とする。 

リスク分担表（案） 1/4 

段
階 

リスクの種類 リスクの内容 
負担者 

市 事業者 

共
通 

募集条件 
募集説明書、要求水準書等の記載内容の変更、

誤記及び提示漏れに関するもの 
●  

契約締結 
市の帰責事由による契約締結の遅延、中止 ●  

事業者の帰責事由による契約締結の遅延、中止  ● 

制
度
関
連 

政治 

債務負担行為などの議決が得られない場合 ●  

浄水業務の縮小・拡充に伴い、事業の対象範囲

の変更に関わるもの 
●  

法制度 
本事業に直接関わる法制度の新設、変更等 ●  

上記以外の法制度の新設、変更等  ● 

許認可 
事業者が取得する許認可の遅延に関わるもの  ● 

上記以外の許認可の遅延に関わるもの ●  

税制度 

法人事業税、法人住民税などの事業者の利益に

関する税の新設・変更 
 ● 

消費税の変更に関わるもの ●  

社
会 

第三者賠償

リスク 

事業者の帰責事由による第三者賠償等 

  調査・設計、建設及び運転管理段階におけ

る騒音、振動、光、臭気に関するもの 

  運転管理段階における、水質、水量、水圧、

給水等の悪化に関するもの 

 ● 

市の帰責事由による第三者賠償等 ●  

住民対応 

本事業に対する、又は市の要求に起因する住民

の反対運動等 
●  

調査・設計、建設及び運転管理に関する住民反

対運動、訴訟、要望等に関するもの 
▲ ● 

環境問題 
市の要求に起因する環境問題 ●  

事業者の提案内容、業務に起因する環境問題  ● 

業
務 

想定外業務 

第三者の加害行為（破壊、盗難、強盗、汚損、

毒物混入、放火等）により、事業変更・施設運

営停止・事業継続の不履行 

● ▲1 

 

  

                             
1 事業者の管理義務の懈怠により発生した想定外業務リスクは事業者のリスク分担とし、それ以外の想定

外業務リスクは市のリスク分担とする。 



 

別紙 ２ リスク分担表 

リスク分担表（案） 2/4 

段
階 

リスクの種類 リスクの内容 
負担者 

市 事業者 

共
通 

労
務 

教育・研修 
関連経費及び予備要員の配置又は応援要員の確

保 
 ● 

セクハラ・

パワハラ 

事業者の対応不備による賠償請求、企業イメー

ジの低下 
 ● 

不正犯罪 
事業者の従業員の不誠実行為（贈収賄、情報漏

洩等）による業務停止、契約解除 
 ● 

事故災害 
事業者の責に帰すべき事由によるもの  ● 

市の責に帰すべき事由によるもの ●  

見学者対応 
更新整備又は運転管理の不備によって見学者が

怪我をした場合 
 ● 

事業者の発注す

る業務 
事業者が発注する業務の契約内容の変更等  ● 

各種負担金 インフラ整備等の追加コストの発生 ●  

補助金受給・起債 
補助金受給の遅延、補助金の削減、受給不能、

起債に関するもの 
●  

関係機関等の調

整 

市の責に帰すべき事由による事業の延期などに

関するもの 
●  

事業者の責に帰すべき事由による事業の延期な

どに関するもの（建築確認申請、電気・ガス事

業者の調整等） 

 ● 

事業者の発注す

る業務 
事業者が発注する契約の内容変更等  ● 

事業の中断 

市の帰責事由による事業の中断等 ●  

事業者の帰責事由による事業の中断。（事業者の

経営破綻又は事業者の提供するサービス水準が

一定のレベルを下回った場合） 

 ● 

不可抗力 
戦争、風水害、地震他、市及び事業者の双方の

責めに帰すことのできない事由等 
● ▲2 

計画変更 
市の責に帰すべき事由による事業内容・用途の

変更に関するもの 
●  

契約不履行 

事業者の責に帰すべき事由による契約不履行

（事業者の更新整備した施設・設備の性能不足、

事業者の維持管理・運営の不備） 

 ● 

上記以外によるもの ●  

物価変動 
更新整備期間中の物価変動 ● ▲3 

運転管理期間中の物価変動 ● ▲3 

                             
2 一定の割合を超える費用負担は市、それ以外は事業者が負担する。 
3 一定の割合を超える物価変動は市、それ以外は事業者が負担する。 



 

別紙 ２ リスク分担表 

リスク分担表（案） 3/4 

段
階 

リスクの種類 リスクの内容 
負担者 

市 事業者 

調
査
・
設
計 

測量・調査 

市が実施した測量・調査に関するもの ●  

遺産・遺跡の存在に関するもの ●  

現地調査時における安全確保  ● 

上記以外の測量・調査に関するもの  ● 

計画・設計・仕様

変更 

市の請求による変更、不備 ●  

事業者からの請求による変更、不備  ● 

各種負担金 インフラ整備等の追加コストの発生 ●  

補助金受給 
補助金受給の遅延、補助金の削減、受給不能に

関するもの 
●  

建
設 

用地 

事業用地の確保に関するもの ●  

事業用地以外の建設に要する用地の追加的確保  ● 

地中障害物（仮設材、土壌汚染、不発弾等）や

その他予見できないこと 
●  

工事遅延 
市の帰責事由による完工遅延 ●  

事業者の帰責事由による完工遅延  ● 

工事監理 
工事監理に関するもの ●  

工事現場管理に関するもの  ● 

工事費増大 
市の帰責事由による工事費増大 ●  

事業者の帰責事由による工事費増大  ● 

施設損傷 
施設の引渡し前に生じた不可抗力4による施設

損傷 
● ▲5 

性能未達 要求性能不適合（施工不良を含む）の場合  ● 

施設の瑕疵 
施設の瑕疵が発見された場合（瑕疵担保期間中）  ● 

施設の瑕疵が発見された場合（瑕疵担保期間後） ●  

安全確保 工事現場における事故等の発生  ● 

終
了 

終了手続き 
契約終了手続きに伴う、諸費用の発生に関する

もの 
 ● 

 

  

                             
4 戦争、風水害、地震他、市及び事業者の双方の責めに帰すことのできない事由等。 
5 一定の割合を超える費用負担は市、それ以外は事業者が負担する。 



 

別紙 ２ リスク分担表 

リスク分担表（案） 4/4 

段
階 

リスクの種類 リスクの内容 
負担者 

市 事業者 

運
転
管
理 

性能 

要求水質、

水量の未達

成 

市の提示（判断）ミスに基づくもの ●  

原水水質の急変（施設の処理能力を超えた

場合） 
●  

管路施設に起因する水質異常 ●  

上記以外の事由によるもの  ● 

事業者の責に帰すべき事由による給水停止、給水制限  ● 

原水水質事

故等による

取水停止・

制限、水質

悪化及び事

業継続不可

能 

市の判断・指示の遅れ 

（取水停止の判断） 
●  

対応の遅れ 

（市への連絡・報告、初期対応、給水停止

等） 

 ● 

施設瑕疵 事業者が更新、修繕した施設の瑕疵 
● 

瑕疵担保

期間以降 

● 
瑕疵担保

期間 

施設損傷 

事業者の責に帰すべき事由による施設損傷に伴う事業

の一時中止や費用の増加 
 ● 

第三者に起因する施設の損傷による事業の一時中止や

費用の増加 
● ▲6 

上記以外の施設の損傷に伴う事業継続の一時中止や費

用の増加 
●  

ハ ッ キ ン

グ、ウイル

スによる通

信システム

の 障 害 復

旧、安全対

策 

市が使用する OA 機器等 ●  

事業者が使用する OA 機器等  ● 

維 持 管

理・運営

費増大 

過去の実績から合理的に予測できる原水の水量・水質の

範囲を超える変動により、要求水準を満足できない場合

に起因するもの 

●  

上記以外の維持管理・運営に起因するもの（事業者が更

新整備、改修した施設の点検、修繕、更新に起因するも

の等） 

 ● 

保守点検

箇所の変

更 

事業期間中に場外施設等の施設数に増減があった場合 ▲7 ▲7 

事業引継

ぎ 

事業者から本事業終了期間後の維持管理・運営者への引

継ぎの不備 
 ● 

性能 保守点検の不徹底によるもの  ● 

                             
6 事業者の管理義務の懈怠により発生した第三者に起因する施設の損傷は事業者のリスク分担とし、それ

以外は市のリスク分担とする。 
7 施設数の増加は委託費を増額、施設数の減少は委託費を減額する。 



 

別紙 ３ 運転管理業務の対象となる場外施設 （1/3） 

 

No 分類 施設の名称 所在地 

1 取水施設 岩木川取水堰 樋の口町 122 番 8号地先（岩木川） 

2 取水施設 岩木川取水ポンプ場 樋の口町 121 の 7 

3 取水施設 小杉沢水源 百沢字東岩木山 40 林班い１小班 

4 取水施設 一本木沢水源 東岩木山国有林 44・45 林班 

5 取水施設 新岡第１取水井 新岡字片付 44 

6 取水施設 新岡第２取水井 新岡字片付 42 の 1 

7 取水施設 葛原配水場 新岡字薬師 238 

8 取水施設 蔵助沢水源 百沢字東岩木山地内 

9 取水施設 百沢取水場 百沢字東岩木山 1196 地内 

10 取水施設 常盤野第１取水井 常盤野字東岩木山国有林 28・28 林班 

11 取水施設 常盤野第２取水井 常盤野字東岩木山国有林 28・28 林班 

12 取水施設 上弥生取水場 百沢字東岩木山 199 の 24 

13 取水施設 杉山取水場 百沢字東岩木山 2597 

14 取水施設 相馬 1号井 相馬字山田 78 の 1 

15 取水施設 相馬 2号井 相馬字西牡丹坂 27-2 

16 取水施設 相馬 3号井 大助字野田 243-2 

17 取水施設 相馬 4号井 相馬字山田 3-2 

18 取水施設 相馬新低区浄水場（５号井） 相馬字一丁木 5 の 14 

19 取水施設 相馬新低区浄水場（６号井） 相馬字一丁木 5 の 14 

20 取水施設 沢田浄水場 沢田字園村 45 

21 導水施設 新岡導水管減圧槽 東岩木山 2025 の 2 

22 浄水施設 弥生送水ポンプ場 百沢字東岩木山 2979 の 1 

23 浄水施設 岩木中央配水場 愛宕字山下 63 の 1 

24 浄水施設 葛原配水場 新岡字薬師 238 

25 浄水施設 百沢配水場 百沢字寺沢 28 の 9 

26 浄水施設 百沢取水場 百沢字東岩木山 1196 地内 

27 浄水施設 常盤野配水場 常盤野字黒森 1 の 1地内 

28 浄水施設 上弥生配水場 百沢字東岩木山 809 の 5 

29 浄水施設 杉山配水場 百沢字東岩木山 501 の 2 

  



 

別紙 ３ 運転管理業務の対象となる場外施設 （2/3） 

 

No 分類 施設の名称 所在地 

30 浄水施設 相馬低区配水場（PC 配水池） 相馬字竜ヶ平 48 

31 浄水施設 相馬新低区浄水場 相馬字一丁木 5 の 14 

32 浄水施設 沢田浄水場 沢田字園村 45 

33 送水施設 富士見台配水場 富士見台２丁目 8の 6 

34 送水施設 石川送水ポンプ場 石川字大仏下 7 の 2 

35 送水施設 乳井送水ポンプ場 乳井字大杉ノ下 35 の 2 

36 配水施設 常盤坂配水池 常盤坂２丁目 21 の 1 

37 配水施設 常盤坂配水ポンプ場 常盤坂２丁目 21 の 1 

38 配水施設 清水富田配水ポンプ場（配水池） 清水富田字寺田 8の 3 

39 配水施設 清水富田配水ポンプ場（ポンプ棟） 清水富田字寺田 8の 3 

40 配水施設 原ヶ平配水池（１号） 原ヶ平字山中 277 

41 配水施設 原ヶ平配水池（３号） 原ヶ平字山中 277 

42 配水施設 富士見台配水場（配水池１号） 富士見台２丁目 8の 6 

43 配水施設 富士見台配水場（配水池２号） 富士見台２丁目 8の 6 

44 配水施設 石川配水池 石川字大仏 1 

45 配水施設 乳井配水池（配水池１号） 乳井字平山 54 

46 配水施設 乳井配水池（配水池２号） 乳井字平山 54 

47 配水施設 西部高区配水池（配水池１号） 弥生字弥生平 691 

48 配水施設 西部高区配水池（配水池２号） 弥生字弥生平 691 

49 配水施設 西部低区配水池 高杉字神原 282 の 127 

50 配水施設 大森配水池 大森字勝山 976 

51 配水施設 岩木中央配水場（配水池１号） 愛宕字山下 63 の 1 

52 配水施設 岩木中央配水場（配水池２号） 愛宕字山下 63 の 1 

53 配水施設 葛原配水場 新岡字薬師 238 

54 配水施設 百沢配水場 百沢字寺沢 28 の 9 

55 配水施設 百沢取水場 百沢字東岩木山 1196 地内 

56 配水施設 東目屋浄水場 館後字館後 147 の 134 

57 配水施設 上弥生配水場 百沢字東岩木山 809 の 5 

58 配水施設 杉山配水場 百沢字東岩木山 501 の 2 

59 配水施設 相馬低区配水場（ＰＣ配水池） 相馬字竜ヶ平 48 

 

  



 

別紙 ３ 運転管理業務の対象となる場外施設 （3/3） 

 

No 分類 施設の名称 所在地 

60 配水施設 相馬新低区配水場 相馬字竜ヶ平 46 の 3 

61 配水施設 小沢第１増圧ポンプ場 小沢字広野 210 の 3 

62 配水施設 小沢第２増圧ポンプ場 小沢字沢田 15 の 2 

63 配水施設 小沢第３増圧ポンプ場 坂元字山下 43 の 4 

64 配水施設 小栗山増圧ポンプ場 小栗山字川合 115 の 44 

65 配水施設 狼森増圧ポンプ場 狼森字天王 2の 10 

66 配水施設 大和沢増圧ポンプ場 大和沢字里見 44 の 4 

67 配水施設 一野渡加圧ポンプ場 一野渡字岡本地内 

68 配水施設 下湯口増圧ポンプ場 下湯口字扇田 151 

69 配水施設 貝沢加圧ポンプ場 貝沢字沢辺 74 の 3 

70 配水施設 大久保増圧ポンプ場 如来瀬字山田 45 の 7 

71 配水施設 常盤野増圧ポンプ 常盤野字黒森 11 の 20 先 

72 配水施設 紙坂増圧ポンプ 紙漉沢字山越 160 先 

73 配水施設 太平森増圧ポンプ 紙漉沢字山越 233-1 先 

74 配水施設 坂市増圧ポンプ 坂市字亀田 112 先 

75 配水施設 藍内増圧ポンプ 藍内字立石 

76 減圧弁 原ヶ平第 1減圧弁 原ヶ平字山中 333 の 3 先 

77 減圧弁 原ヶ平第 2減圧弁 原ヶ平字山中 35 の 28 先 

78 減圧弁 十面沢第 2減圧弁 笹舘字福山 186 の 1先 

79 監視装置 高台水圧観測装置 常盤坂４丁目７の１ 

80 監視装置 北部地区流量計 笹館字市原 103-1 

81 監視装置 岩賀水質観測装置 津賀野字浅田 269 の 3 先 

82 監視装置 常盤野地区管末監視装置 常盤野字湯段萢 9-3 先 

83 監視装置 相馬低区管末監視装置 湯口字二ノ安田 31-7 

84 監視装置 藍内地区管末監視装置 藍内字富田 47 

85 監視装置 沢田地区管末監視装置 沢田字園村 18-2 

86 取水付帯施設 蔵助沢水源非常用発電設備 百沢字東岩木山 3169 

87 取水付帯施設 相馬地区水源電気棟 相馬字山田 78-1 

※なお、各施設の位置図については募集要項等で示す。 
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図面名称

縮 尺

業務箇所

年 度

業 務 名

1 : 5 0 0 図面番号 7 葉の内 1

平 成 3 0 年 度

平成30年度

樋の口浄水場外測量業務

弘前市大字 悪戸 地内

平面図 （樋の口浄水場）

弘 前 市 上 下 水 道 部

弘前市樋の口分庁 舎
（平成30年度解体予 定）

弘前市 樋の口 分庁舎
（平成30年度解 体予定）

弘前市
上 下水道部車庫

：新樋の口浄水場建設用地

：弘前市樋の口分庁舎（平成３０年度中に解体）

：弘前市上下水道部車庫（新樋の口浄水場の建設工事に合わせ解体予定）
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縦断図 （樋の口浄水場）
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DL=30.000

FH=
GH=37.518

NO.0

(As)

(As)

(As) (As)

(As)

DL=30.000

FH=
GH=37.551

NO.1

DL=30.000

FH=
GH=39.385

NO.2

図面名称

縮 尺

業務箇所

年 度

業 務 名

1 : 2 0 0 図面番号 7 葉の内 3

平 成 3 0 年 度

平成30年度

樋の口浄水場外測量業務

弘前市大字 悪戸 地内

横断図 （樋の口浄水場）

弘 前 市 上 下 水 道 部
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DL=30.000

FH=
GH=37.649

NO.3

DL=30.000

FH=
GH=37.556

NO.4

DL=30.000

FH=
GH=37.640

NO.5

図面名称

縮 尺

業務箇所

年 度

業 務 名

1 : 2 0 0 図面番号 7 葉の内 4

平 成 3 0 年 度

平成30年度

樋の口浄水場外測量業務

弘前市大字 悪戸 地内

横断図 （樋の口浄水場）

弘 前 市 上 下 水 道 部

(As)

(As)

(As)
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DL=30.000

FH=

GH=37.752

NO.6

DL=30.000

FH=

GH=37.811

NO.7

DL=30.000

FH=

GH=37.369

NO.8

図面名称

縮 尺

業務箇所

年 度

業 務 名

1 : 2 0 0 図面番号 7 葉の内 5

平 成 3 0 年 度

平 成 3 0年 度

樋 の口浄水 場外測 量業 務

弘前市大字 悪戸 地内

横断図 （樋の口浄水場）

弘 前 市 上 下 水 道 部

( A s )
(A s )

(C o )

( A s)

(A s )
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DL=30.000

FH=
GH=37.398

NO.9

DL=30.000

FH=
GH=37.292

NO.10

DL=30.000

FH=

GH=37.428

NO.11

図面名称

縮 尺

業務箇所

年 度

業 務 名

1 : 2 0 0 図面番号 7 葉の内 6

平 成 3 0 年 度

平成3 0年度

樋の口浄水場外測量業務

弘前市大字 悪戸 地内

横断図 （樋の口浄水場）

弘 前 市 上 下 水 道 部

(Co)

U300B

(As)

(As)
(Co)(Co)(Co)

(As)

U300B

(Co)
(As)(As)(As)

(As)(As)

(As)

(As)
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DL=30.000

FH=

GH=37.433

NO.11+16.00

DL=30.000

FH=

GH=38.180

NO.12

図面名称

縮 尺

業務箇所

年 度

業 務 名

1 : 2 0 0 図面番号 7 葉の内 7

平 成 3 0 年 度

平 成 3 0年 度

樋 の 口 浄 水 場 外 測 量 業 務

弘前市大字 悪戸 地内

横断図 （樋の口浄水場）

弘 前 市 上 下 水 道 部

BOX.C 1500×1500

鉄板 (As)

U600

(As)

別紙　４
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No.0

Br.1
59.56

平 成 3 0 年 度

平成 3 0年度 樋の口浄水場外測量業務

弘前市大字 常盤坂二丁目 地内

平 面 図 （常盤坂増圧ポンプ場）

1 ： 5 0 0

弘 前 市 上 下 水 道 部

業務箇所

図面番号 3 葉の内 1

年 度

業 務 名

図面名称

縮 尺

：新常盤坂増圧ポンプ場建設用地

別紙　５

1/3



1：500

1
：

1
0
0

DL=50.000

55.000

60.000

測
点

単
距

離
追

加
距

離
地

盤
高

N
O
.0

N
O
.1

N
O
.0

+
12

.
30

N
O
.2

N
O
.3

0
.
00

0

2
0
.
00

0

1
2
.
30

0

2
0
.
00

0

2
0
.
00

0

0.
0
00

2
0.

0
00

1
2.

3
00

4
0.

0
00

6
0.

0
00

5
8
.5

9
3

KBM.1
H=58.496m

図面名称

縮 尺

業務箇所

年 度

業 務 名

図面番号 3 葉の内 2

平成 3 0年度

樋の口浄水場外測量業務

弘前市大字 常盤坂二丁目 地内

縦断図 （常盤坂増圧ポンプ場）

弘 前 市 上 下 水 道 部
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縦 断 図
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図面名称

縮 尺

業務箇所

年 度

業 務 名

図面番号 3 葉の内 3

平成 3 0年度

樋の口浄水場外測量業務

弘前市大字 常盤坂二丁目 地内

横断図 （常盤坂増圧ポンプ場）

弘 前 市 上 下 水 道 部

平 成 3 0 年 度

DL=30.000

FH=
GH=58.593

No.0

NO.0+12.30

GH=59.207

FH=

DL=30.000

DL=30.000

FH=

GH=59.183

NO.1

DL=30.000

FH=
GH=58.995

NO.2

DL=30.000

FH=

GH=58.681

NO.3

DL=30.000

FH=

GH=57.150

No.3+10.00

(As)

(As)

(As)
(As)

(As)

1 : 2 0 0
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横流式薬品沈殿池

未
使

用

沈
砂

池

←

天日乾燥床

H26-Br.2H26-Br.1

H26-Br.3 H26-Br.4

dep=15.41m
H=0.45m

dep=15.27m
H=0.16m

dep=15.41m
H=-0.43m

dep=15.50m
H=0.06m

仮BM

H=0.000m

部

長

S=1:500 図

番
係

員

図 名

係

長

課
長
補
佐

課

長

縮 尺

調査位置平面図

弘 前 市 上 下 水 道 部

年 月 日

平成26年度 樋の口浄水場地質調査業務

平成26年9月

5 葉中 1
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1/9



地層推定断面図

(展開図)

地質
年代

第

四

紀

沖
積
世

沖
積
低
地

堆
積
物

地質
区分

泥

流

地 層 名

表土･盛土

沖積砂礫層

洪積シルト層

洪積砂層

記 号 N 値

2～5

20～50

―

記 事

有機物・礫・砂を混入したシルト。

砂の粒径は粗～細位。
玉石を混入し、礫密度は高い。
層下部は薄層で粒径が中～細位の砂が
分布する。

H26-Br.1に分布。
砂および礫を混入した火山灰土。

固結シルト。

片状貝殻を混入。
21～50以上

凡 例

(地質層序)

洪
積
世

岩
木
火
山

噴
出
物

火山灰土層

H26-Br.3を除く3地点に分布。
密な締り具合を呈する中～細位の砂。
片状貝殻を混入。

31～50以上

推定地下水位

6～20 砂および砂礫。

S=1:2,000

調査位置平面図

部

長

V=1:200
H=1:1,000 図

番
係

員

図 名

係

長

課
長
補
佐

課

長

縮 尺

地層推定断面図(展開図)

弘 前 市 上 下 水 道 部

年 月 日

平成26年度 樋の口浄水場地質調査業務

平成26年9月

5 葉中 2

{Bc}

{Bgs}

Ags

Dv

Dc

Ds

(粘性土)

(砂･砂礫)

A

A
'

― H26-Br.1・H26-Br.3に分布。
φ2mm以下の軽石混入。

火山灰質砂層 Dsv

Dsv Dsv Dsv
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AgsAgsAgsAgs

{Bgs}{Bgs} {Bc}{Bc}{Bc}
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-20.00-20 .00

-15.00-15 .00
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0.000 .00

5.005 .00

横 流式 薬品 沈 殿 池

未
使

用

沈
砂

池

←

天 日乾燥 床

H26-Br.1

H26-Br.3

H=0.45m
dep=15.41m

H=0.06m
dep=15.50m

H26-Br.2

H26-Br.4
H=0.16m
dep=15.27m

H=-0.43m
dep=15.41m

仮BM
H=0.000m
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部

長

V=1:200
H=1:1,000 図

番
係

員

図 名

係

長

課
長
補
佐

課

長

縮 尺

地層推定断面図
(B-B'断面)(C-C'断面)

弘 前 市 上 下 水 道 部

年 月 日

平成26年度 樋の口浄水場地質調査業務

平成26年9月

5 葉中 3

S=1:2,000

調査位置平面図

B'B

C'C

地質
年代

第

四

紀

沖
積
世

沖
積
低
地

堆
積
物

地質
区分

泥

流

地 層 名

表土･盛土

沖積砂礫層

洪積シルト層

洪積砂層

記 号 N 値

2～5

20～50

―

記 事

有機物・礫・砂を混入したシルト。

砂の粒径は粗～細位。
玉石を混入し、礫密度は高い。
層下部は薄層で粒径が中～細位の砂が
分布する。

H26-Br.1に分布。
砂および礫を混入した火山灰土。

固結シルト。

片状貝殻を混入。
21～50以上

凡 例

(地質層序)

洪
積
世

岩
木
火
山

噴
出
物

火山灰土層

H26-Br.3を除く3地点に分布。
密な締り具合を呈する中～細位の砂。
片状貝殻を混入。

31～50以上

推定地下水位

6～20 砂および砂礫。

｛Bc｝

｛Bgs｝

Ags

Dv

Dc

Ds

(粘性土)

(砂･砂礫)

― H26-Br.1・H26-Br.3に分布。
φ2mm以下の軽石混入。

火山灰質砂層 Dsv

V=1:200
H=1:1,000

地層推定断面図

(B-B'断面) V=1:200
H=1:1,000

地層推定断面図

(C-C'断面)
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32
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. 45 m
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B r . 3

横流 式 薬 品沈殿 池

未
使

用

沈
砂

池

←

天 日 乾燥床

H26-Br.3

H=0.45m
dep=15.41m

H26-Br.4
H=0.16m
dep=15.27m

仮BM
H=0.000m

H26-Br.1
H=0.06m
dep=15.50m

H26-Br.2
H=-0.43m
dep=15.41m

別紙　６

3/9



部

長

V=1:200
H=1:1,000 図

番
係

員

図 名

係

長

課
長
補
佐

課

長

縮 尺

地層推定断面図
(D-D'断面)(E-E'断面)

弘 前 市 上 下 水 道 部

年 月 日

平成26年度 樋の口浄水場地質調査業務

平成26年9月

5 葉中 4

S=1:2,000

調査位置平面図

E
'

E

D
'

D

地質
年代

第

四

紀

沖
積
世

沖
積
低
地

堆
積
物

地質
区分

泥

流

地 層 名

表土･盛土

沖積砂礫層

洪積シルト層

洪積砂層

記 号 N 値

2～5

20～50

―

記 事

有機物・礫・砂を混入したシルト。

砂の粒径は粗～細位。
玉石を混入し、礫密度は高い。
層下部は薄層で粒径が中～細位の砂が
分布する。

H26-Br.1に分布。
砂および礫を混入した火山灰土。

固結シルト。

片状貝殻を混入。
21～50以上

凡 例

(地質層序)

洪
積
世

岩
木
火
山

噴
出
物

火山灰土層

H26-Br.3を除く3地点に分布。
密な締り具合を呈する中～細位の砂。
片状貝殻を混入。

31～50以上

推定地下水位

6～20 砂および砂礫。

{Bc}

{Bgs}

Ags

Dv

Dc

Ds

(粘性土)

(砂･砂礫)

― H26-Br.1・H26-Br.3に分布。
φ2mm以下の軽石混入。

火山灰質砂層 Dsv

Dsv

V=1:200
H=1:1,000

地層推定断面図

(D-D'断面) V=1:200
H=1:1,000

地層推定断面図

(E-E'断面)

E'ED'D

{Bc}

Ags

Dc

Ds

Dv

Ds

{Bc}

Ags

Dc

Ds

{Bgs}

Dsv

H2 6
- B r .

1

H = 0.
06 m

de p=
1 5 . 5

0 m

Ｎ 値
0 10 20 30 40 50

5

38

49

22

50/26

50/5

24

31

46

50/27

50/27

50/23

31

34

32

0 .00
0 .20

2 .00

6 .60
6 .90

9 .50
9 .70

11 .30
11 .60

13 .00

15 .50

H 2 6
- B r.

3

H= 0 .
4 5 m

d ep =
1 5. 4

1m

Ｎ 値
0 10 20 3 0 40 5 0

2/35

5

42

50/5

27

33

30

50

50/28

50/24

50/20

50/18

50/24

50/23

50/26

0.00
0.20

2.60

7.50
7.80

11.50
11.80

15.41

H 2 6 -
B r . 2

H =- 0
.4 3m

d e p=
1 5. 4

1 m

Ｎ 値
0 1 0 20 30 40 5 0

20

38

50/20

50/24

50/23

50/17

50/7

21

50/25

23

38

50/23

50/24

50/28

50/26

0.00
0.20

1.50

5.90

7.60

12.50

15.41

H2 6 -
B r .

4

H = 0
. 1 6 m

d e p =
1 5 . 2

7 m

Ｎ 値
0 10 20 30 40 50

6

44

39

50/8

50

20

50/14

38

41

46

38

44

50/20

50/18

50/12

0.00
0.20

0.90
1.20

1.90

4.00

5.90

7.80
8.10

11.50

14.00

15.27

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 5 0.00 60. 00 7 0. 00 80 .00 距離(m)

5 .00 5. 00

0 .00 0. 00

-5 .00 -5 .00

-10 .00 -1 0.00

-15 .00 -1 5.00

-20 .00 -2 0.00

標高(m) 標高(m)

0.00 10. 00 2 0.00 30.0 0 40 .00 50.00 60.00 70.00 80 .00 距離(m)

5.0 0 5.00

0.0 0 0.00

-5.0 0 -5.00

-10.0 0 -10.00

-15.0 0 -15.00

-20.0 0 -20.00

標高(m) 標高(m)

横流 式 薬 品沈殿 池

未
使

用

沈
砂

池

←

天 日 乾燥床

H26-Br.1

H26-Br.3

H=0.45m
dep=15.41m

H=0.06m
dep=15.50m

H26-Br.2

H26-Br.4
H=0.16m
dep=15.27m

H=-0.43m
dep=15.41m

仮BM
H=0.000m

別紙　６

4/9



部

長

V=1:200
H=1:1,000 図

番
係

員

図 名

係

長

課
長
補
佐

課

長

縮 尺

地層推定断面図
(F-F'断面)(G-G'断面)

弘 前 市 上 下 水 道 部

年 月 日

平成26年度 樋の口浄水場地質調査業務

平成26年9月

5 葉中 5

S=1:2,000

調査位置平面図

G '

G F '

F

地質
年代

第

四

紀

沖
積
世

沖
積
低
地

堆
積
物

地質
区分

泥

流

地 層 名

表土･盛土

沖積砂礫層

洪積シルト層

洪積砂層

記 号 N 値

2～5

20～50

―

記 事

有機物・礫・砂を混入したシルト。

砂の粒径は粗～細位。
玉石を混入し、礫密度は高い。
層下部は薄層で粒径が中～細位の砂が
分布する。

H26-Br.1に分布。
砂および礫を混入した火山灰土。

固結シルト。

片状貝殻を混入。
21～50以上

凡 例

(地質層序)

洪
積
世

岩
木
火
山

噴
出
物

火山灰土層

H26-Br.3を除く3地点に分布。
密な締り具合を呈する中～細位の砂。
片状貝殻を混入。

31～50以上

推定地下水位

6～20 砂および砂礫。

{Bc}

{Bgs}

Ags

Dv

Dc

Ds

(粘性土)

(砂･砂礫)

― H26-Br.1・H26-Br.3に分布。
φ2mm以下の軽石混入。

火山灰質砂層 Dsv

Dsv Dsv

V=1:200
H=1:1,000

地層推定断面図

(F-F'断面) V=1:200
H=1:1,000

地層推定断面図

(G-G'断面)

F'F GG

{Bc}

Ags

Dc

Ds

{Bgs}{Bc}

Ags

Dc

Ds

Dv

{Bgs}

H 2 6 -
B r .1

H = 0
. 06 m

d e p =
1 5. 5

0m

Ｎ 値
0 10 20 30 4 0 50

5

38

49

22

-15.00

- 20.00 -20 .00

標高(m) 標高(m)

0.00 10.00 20.00 30.0 0 40 .00 50. 00 60. 00 70.0 0 80 .00 90.00 100.0 0 110.00 距離(m)

50/26

50/5

24

31

46

50/27

50/27

50/23

31

34

32

0.00
0.20

2.00

6.60
6.90

9.50
9.70

1 1.30
1 1.60

1 3.00

1 5.50

5.00 5.00

0.00 0.00

-5.00 -5.00

- 10.00 -10 .00

- 15.00

H 2 6 -
B r .

4

H =0
. 16 m

d e p=
1 5. 2

7 m

Ｎ 値
0 1 0 20 30 40 5 0

6

44

39

50/8

50

20

50/14

38

41

46

38

44

50/20

50/18

50/12

0.00
0.20

0.90
1.20

1.90

4.00

5.90

7.80
8.10

11.50

14.00

15.27

5 .00 5.00

0 .00 0.00

-5 .00 -5.00

-10 .00 -10.0 0

-15 .00 -15.0 0

-20 .00 -20.0 0

標高(m) 標高(m)

0.00 10. 00 2 0.00 30.0 0 40 .00 50.00 60.00 70.00 80 .00 90.00 100.0 0 110 .00 距離(m)

H 2 6 -
B r . 3

H =0
. 45 m

d e p=
1 5. 4

1 m

Ｎ 値
0 1 0 20 30 40 5 0

2/35

5

42

50/5

27

33

30

50

50/28

50/24

50/20

50/18

50/24

50/23

50/26

0.00
0.20

2.60

7.50
7.80

11.50
11.80

15.41

H 2 6 -
B r. 2

H =-
0 . 4 3

m

d e p=
1 5 . 4

1 m

Ｎ 値
0 1 0 20 30 40 5 0

20

38

50/20

50/24

50/23

50/17

50/7

21

50/25

23

38

50/23

50/24

50/28

50/26

0.00
0.20

1.50

5.90

7.60

12.50

15.41

横流 式 薬 品沈殿 池

未
使

用

沈
砂

池

←

天 日 乾燥床

H26-Br.1

H26-Br.3

H=0.45m
dep=15.41m

H=0.06m
dep=15.50m

H26-Br.2

H26-Br.4
H=0.16m
dep=15.27m

H=-0.43m
dep=15.41m

仮BM
H=0.000m

別紙　６

5/9



別紙　６

6/9



別紙　６

7/9



別紙　６

8/9



別紙　６

9/9



別紙　７

1/9



別紙　７

2/9



別紙　７

3/9



別紙　７

4/9



別紙　７

5/9



別紙　７

6/9



別紙　７

7/9



別紙　７

8/9



別紙　７

9/9



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GL+37.500

WL+40.00

φ150

沈  砂  池

φ700

汚　水　池

WL+34.200

EL+41.300

EL+40.150

汚　泥　池

Ｐ Ｐ

濃縮槽操作室

Ｐ

フロッキュレーター

WL+33.200

WL+40.750

P

EL+40.700

着水井

P

φ600 φ600

傾斜板沈澱池

φ450

流出管

φ600

φ600
排泥管

着水井

WL+41.100 WL+40.300

横流式二階槽沈澱池フロック形成池

LWL+32.400

HWL+35.900

天日乾燥床濃　縮　槽

φ100

φ150

φ75

EL+34.850

EL+40.850

汚泥池へ

傾斜板装置

EL+40.900

WL+40.300

EL+42.800

GL+37.500

EL+31.864

取  水  口

φ900

導水管

φ1000

計画取水位+33.594

流入管
φ600

フロック形成池

沈澱水渠

フロッキュレーター

急速ろ過池

原 水 渠

EL+40.450

浄水渠

排水本管
φ700

汚水池へ

φ700

GL+37.500
φ500

EL+36.650

WL+39.950

急速ろ過池

WL+39.900

WL+39.00

φ700

WL+39.950

EL+39.100

浄水渠

原 水 渠

WL+39.900

φ700

汚水池へ

φ700

排水本管

GL+37.500

φ500

EL+40.450

EL+36.650

浄  水  池

LWL+32.400

HWL+35.900

浄  水  池

EL+34.850

EL+40.850

図 2-2-4 現在の樋の口浄水場の水位高低図 

2-16

別紙　８

1/1

既設樋の口浄水場水位高低図


